
B案一 I

蔵険者及び被扶養者は被用者保険)に加入

する高齢者;470万人

投
£芳の下に、被用者保険に移行する高齢者に対する医療給付費

についてもt引き続き、国及び地方自治体からの公費を投入

③ 国保に加入する高齢者の保険料の総額は現行と同額

%      ∫堰導簡遜纂聾謎詫堪議計
て`は` 市町オ

1国
保と被用罐宇保険の間はカロ入者:費無に応じて按分し、被

※ 公費が減少することも踏まえ、市町村国保及び協

会けんぼの負担軽減策を講じることが必要となる。

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円> 被用者保険に加入

国保に加入する高齢者の医療給付費(約 14兆円)‐一―一―一―――――一一―一―一―一■>く■する高齢者の医療 )

- 33%       

/ヽ   16% -65歳 未満の保険料等による負担分 51%     、  給付費(約 3兆円l__

※ 仮に、前提を③でIすなく、国保に加入する65歳から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約0

減少し、その減少分は若人の保険料等の負担となる。

<現行制度からの財政影響>
公費

協会けんぱ 健保組合 共済 市町村国保

0.3りじ円 OJヒ円 0りじ円 0.6ツヒ円 ▲0,9兆円

※ 保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから,実際には定額公費を差し引いた額となる。

※ 退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象者に係る高齢者医療の支援金である。
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BttT Ⅱ
<前提>
① 65歳以上の高齢者は旦堡鯉塾生被星五堡墜Ω蝶堡喚重基ゴ堪塾套革里被用者保険)に加入
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※ 国保に加入する高齢著 ;約2300万人、被用者保険に加入する高齢者 :470万人

の公費を投入
② ヱ裁翼登計諧響翻梶美ぢ絆輝苗晶義勤導苗える」も署克芳の下に、被用者保険に移行する高齢者に対する医療給付費

※ 高齢者の医療給付費にういては、国民全体で

'についても、引き続き、国及び地方自治体からの公費を投入

③ 国保に加入する高齢者の保険料の総額は現行と同額

④ 65歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間|ま 総報酬額に応じて按分

く65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
保に加入する高齢者の医療給付費(約 14兆円)

65歳未満の保険料等による負担分 43%

※
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する65歳から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約01～02兆円

諄の負担となる。

保 公費
協会けんぱ 健保組合 _ 共済 市町村国保 _

▲o。 1ソじ円 ▲o.5兆円 ▲0.1兆円 0.5兆円 0.2りじ
「

※ 公費の増加に加え、市町村国保の負担軽減策を講

じることが必要となる。

←撃]喜量署驚樫倉)
給付費 (約 3兆円)

※ 高齢者の薩療給付費あ定率公費にういては、70歳以上の高齢者の現役並み所得者の割合から4フ %とした。

※ 保険料には、保険料軽減等に対する
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B案一Ⅲ

<前提>
① 65歳以上の高齢者は

※ 国保に加入する高齢者 ;約 2300万人、被用者保険に加入する高齢者;470万人

にカロ入

被用者保険に加入

句 る高齢者の医療 )
給付費 (約 3兆円 )

※ 公費を増加させることに加え、市町村国保の負担
軽減策を講じることが必要となる。

②
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最 ζ磐貧男の下に、被用者保険に移行する高齢者に対する医療給付費

③ 国保に加入する高齢者の保険料の総額墜現行と同額
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ては｀

T町
村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
に加入する高齢者の医療給付費(約 14兆円)

※ 仮に、前提を③ではなく、国保に加入する65歳から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約0¬ ～02兆円

減少し、その減少分は若人の保険料等の負担となる。

保険料鰹団国亜壁_____ 公費
協会けんぱ 健保組合 共済 市町村国保

▲0.5兆円 ▲0.8兆円 ▲0.2兆円 014ツじ円 1.2ソじ円

※

※

※

高齢者の医療給付費の定率公費については、70歳以上の高齢者の現役並み所得者の割合から47%とした。

保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれていることから、実際には定額公費を差し引いた額となる。

退職拠出金は、希計村国保に加入する退職者医療制度の対象者に係る高齢者医療の支援金である。

65歳未満の保険料等による負担分



C案― I

<前提>
① 65歳以上の高齢者は国送型興二被里童堡盤⊇壁盤曇肇理響暉噴喧暉立に加入
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V▼ ~““~~~……1,'T―            に加入する高齢者;160万 人
※ 国保に加入する高齢者;約2650万人、被用者保険

②二量丘塑止ρ壁置鐘こ暉整雌幽塵馨基準製の公費を投入
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fえ石圧両暑現芳の下に、※ 高齢者の医療給付費については、国民全体で

'           
被用者保険に移行する高齢者に対する医療給付費

にういても、引き続き、国及び地方自治体からの公費を投入              、

i国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

被用者保

<65歳 以 上 の 高 齢 者 医 療 給 付 費 の 財 源 構 成 17兆 円 > 険に加入

ヽ  ノ する高齢
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国保に加入する高齢者の医療給付費 (約 162兆 円)―一――一一一~早―一――――一一一一一―¬″ ヽ者の医療
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未満の保険料等による負担分 52% 
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仮に、前提を③ではなく、65歳から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約0.¬ ～02兆円減少し、

その減少分は若人の保険料等の負担となる。

※ 公費が減少することも踏まえ、市町村国保の負担

軽減策を講じることが必要となる。
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く現行制度からの財政影響>



C案―Ⅱ

<前提>
① 65歳以上の高齢者は国保(但し、被用者保険の被保険者は被用者保険)|こ加本

裁予進歯轟緊澪菱拓群艶品轟邁存苺Jえ石」も著え芳の下に、被用者保険に移行する高齢者に対する医療給付費
※ 高齢者の医療給付費については、国民全体で談

につし`ても、引き続き、国及び地方自治体からの公費を投入

0菌 保に

'l入

する高齢者の保険料の総額は現行と同額

④ 65歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間は総報酬額に応じて按分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
国保に加入する高齢者の医療給付費 (約 16.2兆円)                    

｀ 4領勢 >
給付書 (約

65歳未満の保険料等による負担分 44%

※ 仮1蔦
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74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢煮の保険料は約01～ 02兆円減少し、

担となる。

<現行制度からの財政影響>

※ 公費を増加させることに加え、市町村国保の負担

軽減策を講じることが必要となる。

※ 高齢者の医療給付費の定率公章|こ
ついては 7ヽ0歳 以上の高齢者の現役並み所得者の割合から47%とした。
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:際には定額公費を差し引いた額となる
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:齢者医療の支援金である。
※ 退職拠出金は、市町村国保に加入

被用者保

険に加入
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C案=Ⅲ
<前提>
① 65歳以上の高齢者は国保(但しt被用者保険の被保険者は被用者保険)に加入

く                      li#等 11:l「 |:1環:』保険に移行する高齢者に対する医療給付費

についても、り|き続き、国及び地方自治体からの公費を投入

③ 国保に加入する高齢者の保険料の総額は現行と同額

④ 66歳未満の保険料による負担分については、市町村国保と被用者保険の間は加入者数に応じて按分し、被

用者保険者間は総報酬額に応じて按分

<65歳以上の高齢者医療給付費の財源構成 17兆円>
保に加入する高齢者の医療給付費〈約16.2兆円)

※仮に、前提を③ではなく、65歳から74歳の高齢者にも後期高齢者医療制度の保険料率を適用した場合、高齢者の保険料は約0

その減少分は若人の保険料等の負担となる。

(現行制度からの財政影響>
保険料(65歳未満)

公費
協会けんぱ 健保組合 共済 市町村国保

▲0.7兆円 ▲0,7兆円 ▲0.2兆円 0.5りじ円 1.3兆
「

※ 公費を増加させることに加え、市町村国保の負担
軽減策を講じることが必要となる。

65歳未満の保険料等による負担分 38%

被用者保

険に加入

(喜3議 >
給付費 (約
07兆 円 )

畷離喜2層鶴篇覇 堺 轟 懲留護爾 顆 鰍 製2菫t話鶴Lる。
※ 退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制月
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